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むつ市農業委員会第８３６回総会議事録  

 
 
１．開催日時 令和７年１月１５日（水）１０時３０分から１１時００分  

 
 
２．開催場所 むつ市役所本庁舎 大会議室Ａ  

 
 
３．出席委員  
 ○農業委員（１７名）             

議 席  氏   名  

１  村 口 利 光 

２  畑 中 光 政 

３  鴨  田  輝  雄 

５  柏  あ谷あ     均 

７  新 堂  真 

８  中 嶋 寿 樹 

９   村 一 松 

１０  坂 本 正 一 

１１  嶋 影 秀 子 

１２  林  あ  忠  久 

１３  浜 田 昭 彦 

１４  立 花 幸 雄 

１５  蛯 名 修 一 

１６  齊  藤  榮 佐 男 

１７  佐 々 木  あ あ 貢 

１８  杉 山 重 一 

１９  中 村 貞 幸 

 
 ○農地利用最適化推進委員（１０名）   

地 区  氏   名  

第１地区  蛭  名  俊  文 

第２地区  山 田 紀 子 

第３地区  山 本 幸 光 

第４地区  田 中 慶 吾 

第５地区  佐 々 木  武  美 

第６地区  内 山 義 美 

第７地区  菊 池 幸 子 

第８地区  猪 口 和 則 

第９地区  千 葉 好 二 

第１０地区  冨 江 佳 奈 子 
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４．欠席委員  

○農業委員（１名）  

６  水 戸 隆 璽 

 
○農地利用最適化推進委員（なし）  

 
 
５．議事の概要  

 
日 程 第 １ 

日 程 第 ２ 

議案第２５号 

議案第２６号 

議案第２７号 

報告第２９号 

 会議録署名委員の指名  
会期の決定  
農地法第３条第１項の規定による許可申請について  
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について  
令和７年農作業標準賃金（案）について  
農地の転用事実に関する照会について  

 
 
６．会議に従事した職氏名  

 
   事務局長     立 花 一 雄  
   総括主幹     菅 原 賢一郎  
   主  幹     白 戸 由布子  
   会計年度任用職員 武 市 真 実  

    
 
７．会議録署名委員  

 
    １９番  中 村 貞 幸        １番  村 口 利 光  

 
 
８．会議記録者  
 

農業委員会事務局主幹  白 戸 由布子 
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 ９．  会 議 の 概 要 

 
 
 
議長 (坂本会長)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各委員  

 
議長 (坂本会長) 

 
 
 
 
 
事務局  

 
 
 
 
 
 
 
 
議長 (坂本会長) 

 
 
 
 
事務局  

 
 
 
 
 
 

 
―――農業委員会憲章唱和―――  

 
 ただいまから、むつ市農業委員会第８３６回総会を開催いたします。 
 ただいまの出席委員は、１８名中１７名で、定足数に達しておりま

す。  
これより、本日の会議を開きます。  

 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。  
 会議録署名委員は、むつ市農業委員会会議規則第４３条の規定によ

り議長において１９番 中村貞幸委員、１番 村口利光委員を指名い

たします。  
 なお、本日の会議書記には事務局職員の白戸主幹を指名いたします。 
 日程第２ 会期の決定を行います。  
 本総会は、本日１日としたいと思いますが､これにご異議ありません

か。  

 
（異議なしの声あり）  

 
ご異議がないので、本総会の会期は本日１日とすることに決定いた

します。それでは会議を進めます。  
日程第３、議案審議を行います。  
議案審議に入る前に、総会資料の誤字訂正について事務局から説明

があります。事務局、説明願います。  

 
総会資料に誤字がありましたので、訂正をお願いいたします。  
資料５ページ、議案第２５号の中段下の「大農機具及び家畜」の種類

に「エアコン」とありますが「モアコン」誤りです。「モアコン」に訂

正願います。同じページの下の方「現地確認調査結果」の欄に「３名で

調査した結果」とありますが、「４名で調査した結果」に訂正願います。 
次に、１５ページ、冒頭に「案第３７号」とありますが「議案第２７

号」の誤りですので訂正をお願いします。  
以上で資料誤字訂正の説明を終わります。  

 
それでは、議案審議に入ります。  
議案第２５号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

を議題といたします。  
議案第２５号について、事務局の説明を求めます。  

 
議案第２５号 農地法第３条第１項による許可申請についてご説明

いたします。  
申請地は、大字田名部字内田４２番１９４５、面積９，３４５㎡、  

登記地目「山林」農地台帳地目「畑」、農業振興地域内、農用地区域内

の土地で、むつ市大字田名部字内田在住の● ●●さん所有の農地で、

使用権賃貸借であります。  
借受人は、むつ市大字関根字水川目在住の●● ●さんです。  
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議長 (坂本会長) 

 
 
 
中村委員  

 
議長 (坂本会長) 

 
 
 
各委員  

 
議長 (坂本会長) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請事由、借受人の経営面積、労働力状況については資料のとおりで

す。主な作付け作物は「デントコーン」を予定しています。  

 
１２月２５日に、佐々木委員、中村委員、佐々木推進委員、事務局の  

４名で現地確認を行った結果、農地法第３条第２項各号に該当はみら

れず、特に問題はないことから、許可相当と思われます。  
以上で説明を終わります。  

 
ただいまの説明に関して、現地確認を行った委員から補足説明があ

りましたらお願いいたします。  
議案第２５号について補足説明ございますか。  

 
特にありません。  

 
現地調査ご苦労様でございました。  
説明が終わりましたので、これより議案第２５号について審議を行

います。質疑を許します。質疑ございませんか。  

 
（なしの声あり）  

 
ご異議なしと認めます。  
質疑がありませんので、本案について、原案のとおり許可することに  

ご異議ありませんか。  

 
（異議なしの声あり）  

 
ご異議なしと認めます。  
よって、議案第２５号は原案のとおり許可することに決定いたしま

した。  

 
次に、議案第２６号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の承認についてを議題に供します。  
議案第２６号について事務局に説明を求めます。  

 
議案第２６号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計

画の承認について、ご説明いたします。  
申請地は、むつ市脇野沢渡向３８１番２、ほか５筆、面積合計、  

７，６１３㎡で、所有者は４名です。  
 これらの農地は、令和元年４月の第７６８回総会において農用地利

用集積計画が承認され、以降、中間管理機構のあおもり農業支援センタ

ーから脇野沢農業振興公社が借り受け耕作中の農地です。  
 令和６年４月の第８２７回総会で利用権再設定を行う予定でした

が、未相続であったため、手続きに時間を要し、今回の集積計画となっ

ております。利用権再設定の農地の地番、所有者、年額の貸借料は資料

に記載のとおりです。  
 １２月２３日に、村口委員、鴨田委員、冨江推進委員、事務局の４
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議長 (坂本会長) 

 
 
村口委員  

 
議長 (坂本会長) 

 
 
 
各委員  

 
議長 (坂本会長) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名で現地確認調査したところ、積雪により現地に行けなかったため、国

道に面している農地は道路から、それ以外は遠方から目視確認を行い

ました。その結果、転借人は脇野沢農業振興公社で、むつ市の認定農業

者であり、転借した農地の全てを有効利用する労働力と資機材を保有

し、当初の計画に添って「そば」を中心に作付けしており、計画を承認

する要件を満たしていると考えます。  
以上で説明を終わります。  

 
ただいまの説明に関して、現地調査を行った委員から補足説明があ

りましたら、お願いいたします。  

 
特にありません  

 
ご苦労様でございました。説明が終わりましたので、これより議案第

２６号について審議を行います。  
質疑ございませんか。  

 
（ありませんの声あり）  

 
質疑がありませんので、本案について、原案のとおり承認することに

ご異議ありませんか。  

 
（異議なしの声あり）  

 
ご異議なしと認めます。  
よって、議案第２６号は原案のとおり承認することに決定いたしま

した。  
次に、議案第２７号、令和７年農作業標準賃金（案）について、議題

に供します。  
議案第２７号について、事務局より説明願います。  

 
議案第２７号、令和７年農作業賃金（案）についてご説明致します。 
本議案は、平成２１年１２月の農地法改正により標準小作料が廃止

されたことを受け、平成２２年度以降毎年、農作業員を臨時で雇用する

場合や農作業を委託する場合、農業者の皆さんの目安にしてもらうた

めに、農作業標準賃金を公表しております。  
農作業標準賃金の「労賃」につきましては、青森県の最低賃金を下回

らないよう金額を設定し、請負につきましては、近年、農機具部品や資

材、燃料の高騰、為替相場の円安を受け、昨年より若干ではありますが、

増額の設定といたしております。  
なお、請負の草刈りは、農地保全管理のための草刈りで、牧草刈り取

りの請負ではありませんのでご了承下さい。  
また、標準賃金、標準額は、あくまでも地域の農地の状況、作業条件

などを勘案し、当事者間で賃金を決める際の参考として利用いただく

ものとなります。以上で説明を終わります。  
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議長 (坂本会長) 

 
 
 
 
各員  

 
議長 (坂本会長) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局  

 
 
 
 

説明が終わりましたので、これより議案第２７号について審議を行

います。  
質疑を許します。  
質疑ございませんか。 ないですか。  

 
（ありませんの声あり）  

 
質疑がありませんので、本案について、原案のとおり承認することに

ご異議ありませんか。  

 
ご異議なしと認めます。  
よって、議案第２７号は原案のとおり承認することに決定いたしま

した。  
以上で議案審議について終了しました。  
続きまして、報告事項、報告第２９号について、事務局に説明を求め

ます。  

 
報告第２９号、農地の転用事実に関する照会について、ご報告いたし

ます。  
照会農地は、むつ市金谷一丁目２２番、登記地目「畑」、農地台帳地

目「宅地」、面積１４７㎡、農業振興地域外、農用地区域外の土地で、 
金谷一丁目在住の●●●●さんの所有で、本人の申請による照会です。 
 １２月２０日、林委員、杉山委員、蛭名推進委員、事務局の４名で現

地確認をした結果、市道に接した間口が広く奥行きがない土地で、相当

数十年前から車庫倉庫の敷地として利用されており、当委員会での転

用された事実、他法令の許認可も不明であることから、人為的に無断転

用された土地で、その転用行為から概ね２０年以上が経過し、農地への

復元が著しく困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められ、非

農地証明基準（５）に該当し、「非農地」と回答しております。  
 以上で報告を終わります。  

 
以上で、本日の議案審議、報告事項は全て終了しました。  

 これをもちまして、むつ市農業委員会第８３６回総会を閉会します。 

 

 
 
１０．会議録署名委員  

 
      会議録署名委員    中 村 貞 幸       

 
 
      会議録署名委員    村 口 利 光       


